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都：意見照会
➡協議会：
意見書提出

高確法第9条により、計画策定・変更時には、
あらかじめ区市町村及び保険者協議会に協議
することとされている。
都保険者協議会では、協議にあたり「医療計
画等検討部会」を設置して検討を行う。

都：意見照会
➡区市町村：
意見書提出

令和5年度に改定作業が行われる「東京都健康推進プラン２１」、「東京都保健医療計画」、「東京都高齢者保健福祉計画」、

「東京都国民健康保険運営方針」の改定方針・取組内容及びスケジュールと整合を図る
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第四期東京都医療費適正化計画策定スケジュール 資料６


